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○藤枝市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行

規則 

平成２７年１２月２８日 

規則第４６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、藤枝市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例（平成２７年藤枝市条例第４１号。以下「条例」という。）第６条の規定に基

づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（条例別表第１の規則で定める事務） 

第２条 条例別表第１の藤枝市重度障害者（児）医療費助成要綱（平成１６年藤枝

市告示第１００号）に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務

とする。 

(１) 藤枝市重度障害者（児）医療費助成要綱第７条に規定する受給者証の交付

の申請に係る事実についての審査に関する事務 

(２) 藤枝市重度障害者（児）医療費助成要綱第８条に規定する受給者証の更新

の申請に係る事実についての審査に関する事務 

(３) 藤枝市重度障害者（児）医療費助成要綱第１３条に規定する受給者証の記

載事項等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 

第３条 条例別表第１の子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）による

子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又

は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、

子ども・子育て支援法第５９条第３号イに規定する事業の申請に係る審査に関す

る事務とする。 

第４条 条例別表第１の藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱（昭和５５年藤枝市

告示第１３号）に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とす

る。 

(１) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第５条に規定する受給者証の交付の

申請に係る事実についての審査に関する事務 

(２) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第６条に規定する受給者証の更新の

申請に係る事実についての審査に関する事務 
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(３) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第１４条に規定する変更届に係る事

実についての審査に関する事務 

第５条 条例別表第１の藤枝市こども医療費助成要綱（昭和５９年藤枝市告示第２

４号）に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。 

(１) 藤枝市こども医療費助成要綱第７条第２項第１号に規定する受給者証の交

付の申請に係る事実についての審査に関する事務 

(２) 藤枝市こども医療費助成要綱第７条第２項第５号に規定する受給者証の記

載事項等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 

第６条 条例別表第１の藤枝市不育症治療費助成金交付要綱（平成２９年藤枝市告

示第８６―２号）に関する事務であって規則で定めるものは、藤枝市不育症治療

費助成金交付要綱第６条に規定する交付の申請に係る事実についての審査に関す

る事務とする。 

（条例別表第２の規則で定める事務及び特定個人情報） 

第７条 条例別表第２の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による助産施設

における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であ

って規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務で利用する特定

個人情報であって規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該

各号に定める情報とする。 

(１) 児童福祉法第２２条第１項の助産施設における助産の実施の申込みに係る

事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）第１９条第１項の保護の実施、同法第２４条第

１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変更、同法第２５条第１項の職

権による保護の開始若しくは同条第２項の職権による保護の変更又は同法第

２６条の保護の停止若しくは廃止に関する情報（以下「生活保護実施関係情報」

という。）及び同法第５５条の４第１項の就労自立給付金の支給に関する情報 

イ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る道

府県民税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４条第２項第１号に掲げ

る道府県民税（個人に係るものに限る。）をいい、都が同法第１条第２項の規

定によって課する同号に掲げる税を含む。）又は市町村民税（同法第５条第２

項第１号に掲げる市町村民税（個人に係るものに限る。）をいい、特別区が同

法第１条第２項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。）に関する情報
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（以下「個人住民税関係情報」という。） 

ウ 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当

法（昭和３６年法律第２３８号）第４条第１項の児童扶養手当の支給に関する

情報 

エ 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養

手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第３条第１項の特別

児童扶養手当の支給に関する情報 

(２) 児童福祉法第２３条第１項の母子生活支援施設における保護の実施の申込

みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施

関係情報 

イ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る個

人住民税関係情報 

ウ 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当

法第４条第１項の児童扶養手当の支給に関する情報 

エ 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養

手当等の支給に関する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給に関する

情報 

第８条 条例別表第２の高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規

則で定めるものは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成１９年厚生

労働省令第１２９号）第１１条に規定する被保険者の資格取得の届出及び第２６

条に規定する被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての確認に関する事務

とし、当該事務で利用する特定個人情報であって規則で定めるものは、当該届出

を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。 

第９条 条例別表第２の藤枝市重度障害者（児）医療費助成要綱に関する事務であ

って規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務で利用する特定

個人情報であって規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該

各号に定める情報とする。 

(１) 藤枝市重度障害者（児）医療費助成要綱の受給者証の交付の申請に係る事

実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と同一の世帯に属す
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る者に係る個人住民税関係情報 

イ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と同一の世帯に属す

る者の住民票に記載される住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による

住民票の記載事項に関する情報 

ウ 当該申請を行う者の国民健康保険の資格及び給付に関する情報 

エ 当該申請を行う者の後期高齢者医療保険者の資格及び給付に関する情報 

オ 当該申請を行う者の生活保護実施関係情報 

カ 当該申請を行う者のこども医療費助成に関する情報 

キ 当該申請を行う者のひとり親家庭等医療費助成に関する情報 

(２) 藤枝市重度心身障害者（児）医療費助成要綱の受給者証の更新の申請に係

る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報 

(３) 藤枝市重度心身障害者（児）医療費助成要綱の受給者証の記載事項等の変

更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第１号に掲げる情報 

第１０条 条例別表第２の子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育

給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で

定めるものは、子ども・子育て支援法第５９条第３号イに規定する事業の申請に

係る審査に関する事務とし、当該事務で利用する特定個人情報であって規則で定

めるものは、当該申請に係る支給認定保護者（子ども・子育て支援法第２０条第

４項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。）又は当該支給認定保護者と

同一の世帯に属する者に係る個人住民税関係情報、及び当該申請に係る支給認定

保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係

情報とする。 

第１１条 条例別表第２の藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱に関する事務であ

って規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務で利用する特定

個人情報であって規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該

各号に定める情報とする。 

(１) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第５条に規定する受給者証の交付の

申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者（扶養義務者）に係

る個人住民税関係情報 

イ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係る住民票に記載される住民

基本台帳法による住民票の記載事項に関する情報 



5/8 

ウ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第４条第１項に規定する児童扶養

手当の支給に関する情報 

エ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係る国民健康保険の資格及び

給付に関する情報 

オ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係る生活保護実施関係情報 

カ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係る重度障害者（児）医療費

助成に関する情報 

キ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係るこども医療費助成に関す

る情報 

(２) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第６条に規定する受給者証の更新の

申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報 

(３) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第１４条に規定する変更届に係る事

実についての審査に関する事務 第１号アからエに掲げる情報 

第１２条 条例別表第２の藤枝市こども医療費助成要綱に関する事務であって規則

で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務で利用する特定個人情報

にあって規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 藤枝市こども医療費助成要綱第７条第２項第１号に規定する受給者証の交

付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請における保護者及び扶養義務者に係る個人住民税関係情報 

イ 当該申請における保護者及び扶養義務者並びに助成対象となる児童の住民

票に記載される住民基本台帳法による住民票の記載事項に関する情報 

ウ 当該申請における保護者及び扶養義務者に係る児童手当法（昭和４６年法

律第７３号）第４条第１項に規定する児童手当の支給に関する情報 

エ 当該申請における保護者及び扶養義務者並びに助成対象となる児童の国民

健康保険の資格及び給付に関する情報 

オ 当該申請における助成対象となる児童の生活保護実施関係情報 

カ 当該申請における助成対象となる児童の重度障害者（児）医療費助成に関

する情報 

キ 当該申請における助成対象となる児童のひとり親家庭等医療費助成に関す

る情報 

(２) 藤枝市こども医療費助成要綱第７条第２項第５号に規定する受給者証の記
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載事項等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号アからエ

までに掲げる情報 

第１３条 条例別表第２の藤枝市不育症治療費助成金交付要綱に関する事務であっ

て規則で定めるものは、藤枝市不育症治療費助成金交付要綱第６条に規定する不

育症治療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

とし、当該事務で利用する特定個人情報にあって規則で定めるものは、当該申請

を行う者及びその配偶者に係る個人住民税関係情報、並びに住民票に記載される

住民基本台帳法による住民票の記載事項に関する情報とする。 

（条例別表第３の規則で定める事務及び特定個人情報） 

第１４条 条例別表第３の生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収

に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事

務で利用する特定個人情報にあって規則で定めるものは、生活保護法第６条第２

項の要保護者又は同条第１項の被保護者であった者に係る学校保健安全法（昭和

３３年法律第５６号）第２４条の援助の実施に関する情報とする。 

(１) 生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関する事務 

(２) 生活保護法第２４条第１項の保護の開始又は同条第９項の保護の変更の申

請に係る事実についての審査に関する事務 

(３) 生活保護法第２５条第１項の職権による保護の開始又は同条第２項の職権

による保護の変更に関する事務 

(４) 生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関する事務 

(５) 生活保護法第６３条の保護に要する費用の返還に関する事務 

(６) 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの徴収金の

徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する

事務 

第１５条 条例別表第３の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号。以下この条において「法」という。）による支援給付又は配偶者支援金の支

給に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該

事務で利用する特定個人情報にあって規則で定めるものは、法第１４条第１項及

び第３項の支援給付、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号。以下こ

の条において「平成１９年改正法」という。）附則第４条第１項の支援給付並び
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に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号。以下この条において「平成

２５年改正法」という。）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２５年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（以下この条において「旧法」という。）

第１４条第１項の支援給付、平成２５年改正法附則第２条第２項の規定によりな

お従前の例によるものとされた旧法第１４条第３項の支援給付及び平成２５年改

正法附則第２条第３項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受

けていた者に係る学校保健安全法第２４条の援助の実施に関する情報とする。 

(１) 法第１４条第１項及び第３項の支援給付の支給の実施、平成１９年改正法

附則第４条第１項の支援給付の支給の実施並びに平成２５年改正法附則第２条

第１項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第１４条第１項の支

援給付、平成２５年改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例による

ものとされた旧法第１４条第３項の支援給付及び平成２５年改正法附則第２条

第３項の支援給付の支給の実施に関する事務 

(２) 法第１４条第４項（平成１９年改正法附則第４条第２項において準用する

場合を含む。以下この条において同じ。）並びに平成２５年改正法附則第２条

第１項及び第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第１４条

第４項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第２４条第１項の開

始又は同条第９項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 

(３) 法第１４条第４項並びに平成２５年改正法附則第２条第１項及び第２項の

規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第１４条第４項の規定により

その例によるものとされる生活保護法第２５条第１項の職権による開始又は同

条第２項の職権による変更に関する事務 

(４) 法第１４条第４項並びに平成２５年改正法附則第２条第１項及び第２項の

規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第１４条第４項の規定により

その例によるものとされる生活保護法第２６条の停止又は廃止に関する事務 

(５) 法第１４条第４項並びに平成２５年改正法附則第２条第１項及び第２項の

規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第１４条第４項の規定により

その例によるものとされる生活保護法第６３条の費用の返還に関する事務 

(６) 法第１４条第４項並びに平成２５年改正法附則第２条第１項及び第２項の

規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第１４条第４項の規定により
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その例によるものとされる生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項及び

第２項の徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項の徴収金の徴収を含む。）に

関する事務 

第１６条 条例別表第３の学校保健安全法による医療に要する費用についての援助

に関する事務であって規則で定めるものは、学校保健安全法第２４条の援助の対

象となる者の認定に関する事務とし、当該事務で利用する特定個人情報にあって

規則で定めるものは、生活保護実施関係情報、個人住民税関係情報、及び住民票

に記載された住民票関係情報とする。 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２２日規則第３８号） 

この規則は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月２日規則第７号） 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２１日規則第８号） 

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 

 


